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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
一心拍における生体組織内の動脈壁の歪量と動脈径の最大値と最小値の差分から得られる
動脈径の変化量とを計測する歪量計測手段と、
任意の一心拍の動脈内の脈圧を計測する血圧値計測手段と、
前記任意の一心拍と前記任意の一心拍とは異なる所望の一心拍との間の動脈径の変化量の
割合に基づき、前記任意の一心拍の脈圧から前記所望の一心拍の脈圧を算出する血圧値補
正手段と、
前記所望の一心拍の動脈壁の歪量と前記血圧値補正手段で算出された脈圧とから前記所望
の一心拍における動脈壁の弾性率の算出を行う弾性率演算手段とを有することを特徴とす
る超音波診断装置。
【請求項２】
歪量計測手段は、
少なくとも超音波の一音響線上に設定した複数の計測点の位置変位または運動速度いずれ
か一方を演算し、さらに前記複数の計測点間の位置変位の差を演算する位置変位計測手段
と、
動脈壁の歪量および動脈径の変化量を同時に演算する機能とを有することを特徴とする請
求項１記載の超音波診断装置。
【請求項３】
歪量計測手段は、
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超音波の音響線を走査することにより、少なくとも複数の音響線上に設定した複数の計測
点の位置変位または運動速度いずれか一方を演算し、さらに前記複数の計測点間の位置変
位の差を演算する位置変位計測手段と、
動脈壁の歪量および動脈径の変化量を空間的に演算する機能とを有することを特徴とする
請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項４】
歪量計測手段は、一心拍前までに亘って動脈壁の歪量およびは動脈径の変化量を記憶する
歪記憶手段を有することを特徴とする請求項１～３のいずれか一つに記載の超音波診断装
置。
【請求項５】
血圧値補正手段は、歪量計測手段で演算された連続する心拍から選ばれる前記任意の一心
拍と前記所望の一心拍との間の動脈径の変化量の割合または予め記憶された前記任意の一
心拍と前記所望の一心拍との動脈径との間の変化量の割合に基づき動脈内の脈圧を算出す
ることを特徴とする請求項１～４のいずれか一つに記載の超音波診断装置。
【請求項６】
血圧値補正手段は、超音波の音響線を走査し、歪量計測手段で演算された複数の音響線の
動脈径の連続する心拍間の変化量の平均値の割合に基づき、動脈内の脈圧を算出すること
を特徴とする請求項１～５のいずれか一つに記載の超音波診断装置。
【請求項７】
血圧値補正手段は、超音波の音響線を走査し、歪量計測手段で演算された複数の音響線の
動脈径の連続する心拍間の変化量の少なくとも最大値または最小値いずれか一方の割合に
基づき、動脈内の脈圧を算出することを特徴とする請求項１～５のいずれか一つに記載の
超音波診断装置。
【請求項８】
血圧値補正手段は、超音波の音響線を走査し、前記歪量計測手段で演算された複数の音響
線の動脈径の連続する心拍間の変化量の最小二乗値の割合に基づき、動脈内の脈圧を算出
することを特徴とする請求項１～５のいずれか一つに記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波を用いて生体内の動脈壁組織の位置変位あるいは運動速度を検出し、
動脈壁組織の弾性率を算出する超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　生体内組織の性状を識別・同定する手段の一つとして、生体内組織を構成する弾性繊維
、膠原線維、脂肪や血栓などによって、弾性率に相違があることを利用して、生体内組織
に応力を加えたときの歪みから弾性率を求める手法が知られている。
【０００３】
　例えば、特許文献１あるいは特許文献２に示されているように、超音波を生体組織内に
送信し、生体組織からの超音波反射波から、生体組織に応力が加わったときの組織の変位
を計測し、組織の歪量、あるいは、別の手法で計測された応力値に基づき弾性率を求める
手法が知られている。
【０００４】
　計測された生体組織の歪量から弾性率を算出するためには、生体組織に加わった応力値
を計測する必要がある。
【０００５】
　動脈壁の弾性率を求める場合、計測された歪量と血圧計を用いて計測された最大血圧値
（心臓収縮期血圧）と最小血圧値（心臓拡張期血圧）の差（脈圧）から演算することがで
き、一般的に用いられている。
【０００６】
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　しかしながら、心臓の拍動は常に一定ではないために、血圧値も心拍ごとに変化が起き
ていることが知られており、この心拍ごとの血圧値に応じて、動脈壁に発生する歪量につ
いても、心拍ごとに変化が発生する。
【０００７】
　一般的に用いられているカフ式血圧計は、この心拍ごとの血圧値を計測することは不可
能であり、カフ式血圧計で得られた血圧値を用いて、動脈壁の弾性率を演算する場合、心
拍ごとの動脈壁の歪量の変化が影響し、演算された動脈壁の弾性率についても、心拍ごと
に変化が発生してしまうという課題があった。
【特許文献１】特開平１１－１８８０３６号公報
【特許文献２】特開平１０－５２２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　この問題を解決するために、トノメトリ式等のリアルタイムに血圧を計測することが可
能な血圧計を用いる手法も存在するが、一般的にリアルタイム式血圧計は、カフ式血圧計
と比較して構造が複雑であり、また、超音波の計測部位と同じ部位の血圧を計測すること
は困難であるために、超音波で計測した歪量とリアルタイム血圧計で計測した血圧値に、
血圧が動脈内を伝搬する時間（脈波伝搬時間）による時間補正が必要となる課題があった
。
【０００９】
　本発明は、このような課題を解決するためになされたものであり、最大血圧値（心臓収
縮期血圧）と最小血圧値（心臓拡張期血圧）の差（脈圧）の変化割合と、動脈の径変化量
の変化割合の相関が非常に高いことを利用し、超音波で計測された動脈径変化量の心拍ご
との変化割合から、動脈壁の弾性率を演算するための血圧値を補正し、心拍ごとに安定し
た動脈壁の弾性率を求めることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の超音波診断装置は、生体組織内の動脈壁の歪量を計測する歪量計測手段と、一
心拍の動脈内の血圧変化値を計測する血圧値計測手段と、動脈壁の弾性率の算出を行う弾
性率演算手段と、一心拍ごとの動脈径の変化量に基づき、動脈内の血圧変化値を補正する
血圧値補正手段とを有する。
【００１１】
　この構成により、リアルタイムに血圧値を計測することなく、心拍ごとに変化する血圧
値を補正することが可能となる。
【００１２】
　また、歪量計測手段は、超音波の一音響線上に設定した複数の計測点の位置変位あるい
は運動速度を演算し、さらに前記複数の計測点間の位置変位の差を演算する位置変位計測
手段を有したものである。
【００１３】
　この構成により、動脈壁の歪量および動脈径を同時に演算することが可能となる。
【００１４】
　さらに、歪量計測手段は、超音波の音響線を走査することにより、複数の音響線上に設
定した複数の計測点の位置変位あるいは運動速度を演算し、前記複数の計測点間の位置変
位の差を演算する位置変位計測手段を有したものである。
【００１５】
　この構成により、動脈壁の歪量および動脈径を空間的に演算することが可能となる。
【００１６】
　また、歪量計測手段は、少なくとも一心拍前までに亘って前記動脈壁の歪および動脈径
を記憶する歪量記憶手段を有したものである。
【００１７】
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　さらに、血圧値補正手段は、前記歪量計測手段で演算された動脈径の連続する心拍間の
変化量の割合に基づき、動脈内の血圧変化値を補正する機能を有したものである。
【００１８】
　また、血圧値補正手段は、超音波の音響線を走査し、前記歪量計測手段で演算された複
数の音響線の動脈径の連続する心拍間の変化量の平均値、最大値、最小値、あるいは、最
小二乗値の割合に基づき、動脈内の血圧変化値を補正する機能を有したものである。
【００１９】
　これらの構成により、動脈の径変化量に基づいた血圧値の変化量の補正を空間的に一定
の割合で補正することが可能となる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明は、生体組織内の動脈壁の歪量を計測する歪量計測手段と、一心拍の動脈内の血
圧変化値を計測する血圧値計測手段と、動脈壁の弾性率の算出を行う弾性率演算手段を有
し、さらに、一心拍ごとの動脈径の変化量に基づき、動脈内の血圧変化値を補正する血圧
値補正手段を有したものであり、最大血圧値（心臓収縮期血圧）と最小血圧値（心臓拡張
期血圧）の差（脈圧）の変化割合と、動脈の径変化量の変化割合の相関が非常に高いこと
を利用し、超音波で計測された動脈径変化量の心拍ごとの変化割合から、動脈壁の弾性率
を演算するための血圧値を補正し、心拍ごとに安定した動脈壁の弾性率を求めることがで
きるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態について、図１から図４を用いて説明する。
【００２２】
　（第１の実施の形態）
　図１は、本発明の実施の形態の超音波診断装置の構成を示すブロック図であり、超音波
振動子群１、超音波プローブ２、送受信部３、送信信号発生部４、歪量計測部５、歪量記
憶部６、弾性率演算部７、血圧値補正部８、表示部９、制御部１０、記憶部１１、血圧計
３１から構成される。
【００２３】
　送信信号発生部４で生成された超音波送信信号は、送受信部３を介して、超音波プロー
ブ２の超音波振動子群１から生体内に送信される。
【００２４】
　生体内の組織で反射した超音波エコーは、超音波プローブ２の超音波振動子群１の各振
動子で検出され、送受信部３で受信される。
【００２５】
　歪量計測部５は、送受信部３で受信された超音波エコー信号から、超音波ビーム上に設
定した複数計測点の動脈壁の位置変位あるいは運動速度を検出し、動脈壁の歪量および動
脈の径変化量を演算する。
【００２６】
　なお、前記生体内の各計測点の運動速度の検出は、一般的に用いられているＦＦＴドプ
ラ法、自己相関法など、どの手法でも良く、また、超音波ビームを走査させることにより
、空間的に生体内の複数の計測点の運動速度を検出しても良い。
【００２７】
　また、前記歪量計測部５で演算された前記動脈壁の歪量および動脈の径変化量は、少な
くとも一心拍以上に亘って、歪量記憶部６に記憶される。
【００２８】
　弾性率演算部７は、歪量計測部５で演算された動脈壁の歪量と、血圧計３１で計測され
、血圧値補正部８で補正された血圧値から、動脈壁の弾性率を演算する。
【００２９】
　血圧値補正部８は、血圧計３１で計測された最大血圧値（心臓収縮期血圧）と最小血圧
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値（心臓拡張期血圧）の差（脈圧）を、歪量計測部５で演算された心拍間の動脈の径変化
量の割合に基づき、補正を行う。
【００３０】
　表示部９は、弾性率演算部７で得られた動脈壁の弾性率、血圧値補正部で得られた血圧
値を表示する。
【００３１】
　なお、前記動脈壁の弾性率および血圧値は、一般的な超音波診断装置の基本機能である
Ｂモード断層画像上に重ねて表示しても良い。
【００３２】
　制御部１０は、送受信部３、送信信号発生部４、歪量計測部５、弾性率演算部７、血圧
値補正部８、および、表示部９の制御を行い、また、前記送受信部３、送信信号発生部４
、歪量計測部５、弾性率演算部７、血圧値補正部８、および、表示部９の制御情報を記憶
部１１に記憶する。
【００３３】
　（第２の実施の形態）
　図２は、動脈壁の位置変位、運動速度から、動脈壁の歪量、動脈の径変化量を計測する
一実施例である。
【００３４】
　図２の一実施例に示すように、一つの超音波音響線上に、動脈の前壁および後壁の内膜
側と外膜側に計測点を複数設定し、同時に前記複数の計測点の運動速度あるいは位置変位
を検出する。なお、動脈壁は動脈前壁と動脈後壁とから構成される。
【００３５】
　動脈壁の歪量は、動脈壁内膜側および動脈壁外膜側の位置変位の差、あるいは、動脈壁
内膜側および動脈壁外膜側の運動速度の差の時間積分で求めることができる。
【００３６】
　また、動脈の径変化量は、一例として、動脈の内径の場合、動脈壁前壁と動脈壁後壁の
内膜側の位置変位の差、あるいは、動脈壁前壁と動脈壁後壁の内膜側の運動速度の差の時
間積分で求めることができる。
【００３７】
　なお、本実施例では、動脈壁の内膜側と外膜側に計測点を設定したが、内膜側から外膜
側に複数の計測点を設定しても良い。
【００３８】
　（第３の実施の形態）
　図３は、超音波音響線を走査することにより、動脈壁の位置変位、運動速度から、動脈
壁の歪量、動脈の径変化量を、空間的に計測する一実施例である。
【００３９】
　図３の一実施例に示すように、超音波音響線を長軸方向に走査させることにより、動脈
壁の長軸に沿って空間的に、動脈壁の位置変位、運動速度を計測することが可能となり、
動脈壁の歪量、動脈の径変化量についても、動脈壁の長軸に沿って、空間的に求めること
が可能となる。なお、超音波音響線Ａ－１～Ａ－３は１本または複数本同時に送信される
。
【００４０】
　（第４の実施の形態）
　図４は、心電波形と、心拍に伴う動脈壁の振動速度波形、動脈径変化波形、および、動
脈壁歪変化波形の一例を示したものである。
【００４１】
　心電波形は、波形の特徴的な形状の部分から、Ｐ波、Ｑ波、Ｒ波、Ｓ波、Ｔ波、Ｕ波の
ように呼ばれており、この心電波形のＲ波のタイミングで心臓の収縮が起き、血液が拍出
されることにより圧力変化が動脈に伝搬する。
【００４２】
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　このとき、動脈内腔の血圧は最高値（収縮期血圧）となる。
【００４３】
　また、心電波形のＲ波のタイミングの直前の動脈の血圧は最低値（拡張期血圧）となり
、前記最高値（収縮期血圧）と最低値（拡張期血圧）の差が脈圧と呼ばれ、動脈径は、こ
の脈圧にほぼ比例して変化することが知られている。
【００４４】
　歪量計測部５で計測された動脈径変化量は、少なくとも一心拍前までに亘って、歪量計
測部６に記憶することが可能である。
【００４５】
　なお、一心拍の区切りとして、一般的に心電波形のＲ波を基準にすることが一般的であ
るが、Ｐ波、Ｑ波など、他の心電波形を基準としても良く、また、心音波形、動脈の径変
化波形の立ち上がり等を基準としても良い。
【００４６】
　血圧値補正部８は、現時刻の動脈径の最大値と最小値の差である径変化量と、歪量記憶
部６に記憶された一心拍前の動脈径の最大値と最小値の差である径変化量とを比較し、前
記現時刻の動脈の径変化量と、前記一心拍前の動脈の径変化量の割合に基づき、血圧計３
１で計測された血圧値を補正する。
【００４７】
　血圧値の補正は、血圧計３１で計測された血圧値に、前記現時刻の動脈の径変化量と、
前記一心拍前の動脈の径変化量の割合を乗算することで、求めることができる。
【００４８】
　なお、補正するための動脈径変化量は、予め計測されたある一心拍の動脈径変化量を用
いても良い。
【００４９】
　また、前記血圧値を補正するための前記一心拍前の動脈の径変化量の割合に、一定値の
定数をさらに乗算し、重み付けしても良い。
【００５０】
　また、血圧値補正部８は、超音波を走査することにより、複数の音響線ごとに得られた
前記現時刻の動脈の径変化量と、前記一心拍前の動脈の径変化量の割合の平均値に基づき
、血圧計３１で計測された血圧値を補正することが可能であり、動脈の形状や組織性状等
の要因により、動脈の径変化にばらつきが生じた場合においても、血圧値を最適に補正す
ることができる。
【００５１】
　また、血圧値補正部８は、超音波を走査することにより、複数の音響線ごとに得られた
前記現時刻の動脈の径変化量と、前記一心拍前の動脈の径変化量の割合の最大値あるいは
最小値に基づき、血圧計３１で計測された血圧値を補正することが可能であり、前記第６
の実施の形態と同様に、動脈の形状や組織性状等の要因により、動脈の径変化にばらつき
が生じた場合においても、血圧値を最適に補正することができる。
【００５２】
　また、血圧値補正部８は、超音波を走査することにより、複数の音響線ごとに得られた
前記現時刻の動脈の径変化量と、前記一心拍前の動脈の径変化量の割合の最小二乗値に基
づき、血圧計３１で計測された血圧値を補正することが可能であり、前記第６の実施の形
態、および、前記第７の実施の形態と同様に、動脈の形状や組織性状等の要因により、動
脈の径変化にばらつきが生じた場合においても、血圧値を最適に補正することができる。
【産業上の利用可能性】
【００５３】
　本発明は、生体組織内の動脈壁の歪量を計測する歪量計測手段と、一心拍の動脈内の血
圧変化値を計測する血圧値計測手段と、動脈壁の弾性率の算出を行う弾性率演算手段を有
し、さらに、一心拍ごとの動脈径の変化量に基づき、動脈内の血圧変化値を補正する血圧
値補正手段を有したものであり、最大血圧値（心臓収縮期血圧）と最小血圧値（心臓拡張
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期血圧）の差（脈圧）の変化割合と、動脈の径変化量の変化割合の相関が非常に高いこと
を利用し、超音波で計測された動脈径変化量の心拍ごとの変化割合から、動脈壁の弾性率
を演算するための血圧値を補正し、心拍ごとに安定した動脈壁の弾性率を求めることがで
きるものであり、生体内の動脈壁の歪量を超音波計測し、血圧値から弾性率を求める超音
波診断装置などに有用である。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の第１の実施の形態における超音波診断装置の概略ブロック図
【図２】本発明の第２の実施の形態における動脈壁の位置変位、運動速度から、動脈壁の
歪量、動脈の径変化量を計測する模式図
【図３】本発明の第３の実施の形態における、超音波音響線を走査することにより、動脈
壁の位置変位、運動速度から、動脈壁の歪量、動脈の径変化量を、空間的に計測する模式
図
【図４】本発明の第４の実施の形態における心電波形と、心拍に伴う動脈壁の振動速度波
形、動脈径変化波形、および、動脈壁歪変化波形の一例を示した模式図
【符号の説明】
【００５５】
　１　　超音波振動子群
　２　　超音波プローブ
　３　　送受信部
　４　　送信信号発生部
　５　　歪量計測部
　６　　歪量記憶部
　７　　弾性率演算部
　８　　血圧値補正部
　９　　表示部
　１０　　制御部
　１１　　記憶部
　２０　　超音波診断装置本体
　３１　　血圧計
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